八女市入札予定価格の事前公表に関する要領
（令和８年１月６日決裁）
（趣旨）
第１条　この要領は、入札・契約制度の透明化を図るとともに、市民の公共工事等に対する信頼を高め、不正行為の防止に資するため、八女市契約規則（平成１１年八女市規則第１号）第９条第３項（第２１条において準用する場合を含む。）に規定する予定価格の事前公表（以下「事前公表」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。
（事前公表の対象）
第２条　競争入札に付す建設工事・業務委託・物品購入は、すべて予定価格を事前公表する。
（事前公表の内容）
第３条　事前公表をする予定価格は、消費税及び地方消費税相当額を含まない額とする。
（事前公表の時期）
第４条　事前公表の時期は、入札を公告した日又は通知した日からとする。
（事前公表の方法）
第５条　予定価格の事前公表は、次の方法により行う。
（１）　一般競争入札　入札の公告への記載
　（２）　指名競争入札　指名通知書への記載
（入札の条件）
第６条　事前公表を行う競争入札の条件は、次に定めるとおりとする。
　（１）　入札金額は、予定価格を超えないこと。
　（２）　入札の回数は、1回とする。
[bookmark: _GoBack]（３）　入札金額の根拠となった積算内訳書を提出すること。(工事のみ）
（補則）
第７条　この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この要領は、令和８年２月１０日から施行する。
　（経過措置）
２　この要領の規定は、この要領の施行の日以後に入札の公告又は指名通知を行う　入札について適用し、同日前に入札の公告又は指名通知を行った入札については、なお従前の例による。

